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(57)【要約】
【課題】シンチレータ層の防湿性を高めることができる
放射線検出器の製造方法を提供する。
【解決手段】放射線検出器の製造方法は、複数の光電変
換素子を含むセンサパネルの主面上に、複数の柱状結晶
を含むシンチレータ層を気相堆積法によって形成する第
１工程と、シンチレータ層を囲うように主面上に樹脂枠
を形成すると共に、樹脂枠の外周に沿って樹脂枠に接す
るように無機固形材料からなる枠部材を配置する第２工
程と、保護板を樹脂枠に接着することにより、シンチレ
ータ層を封止する第３工程と、樹脂枠を硬化する第４工
程と、を含む。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光電変換素子を含むセンサパネルの主面上に、複数の柱状結晶を含むシンチレー
タ層を気相堆積法によって形成する第１工程と、
　前記シンチレータ層を囲うように前記主面上に樹脂枠を形成すると共に、前記樹脂枠の
外周に沿って前記樹脂枠に接するように無機固形材料からなる枠部材を配置する第２工程
と、
　保護板を前記樹脂枠に接着することにより、前記シンチレータ層を封止する第３工程と
、
　前記樹脂枠を硬化する第４工程と、を含む、放射線検出器の製造方法。
【請求項２】
　前記樹脂枠は、第１樹脂枠と第２樹脂枠とを含み、
　前記第２工程では、前記シンチレータ層を囲うように前記第１樹脂枠を形成し、前記第
１樹脂枠の外周に沿って前記第１樹脂枠に接するように前記枠部材を配置し、前記シンチ
レータ層を囲うように前記第１樹脂枠上に前記第２樹脂枠を形成する、請求項１に記載の
放射線検出器の製造方法。
【請求項３】
　前記第２工程では、前記枠部材を配置した後であって、前記第２樹脂枠を形成する前に
、前記第１樹脂枠を硬化する、請求項２に記載の放射線検出器の製造方法。
【請求項４】
　前記第１工程と前記第２工程との間に、中間層によって前記シンチレータ層の表面及び
側面を被覆する第５工程をさらに含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の放射線検出
器の製造方法。
【請求項５】
　前記第２工程では、前記中間層と接するように前記樹脂枠を形成する、請求項４に記載
の放射線検出器の製造方法。
【請求項６】
　前記樹脂枠は紫外線硬化樹脂を含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の放射線検出
器の製造方法。
【請求項７】
　前記枠部材はガラスロッドである、請求項１～６のいずれか一項に記載の放射線検出器
の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線検出器の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、Ｘ線イメージングシステムに用いられる検出器アレイが記載されてい
る。この検出器アレイは、ガラス基板上に設けられた検出器素子と、検出器素子上に形成
された柱状結晶よりなるシンチレータと、シンチレータ上に配置された可視光を反射する
シートとを有している。シンチレータ及びシートは、ガラス基板に固定されるカバーによ
って封止されている。例えば、カバーとガラス基板とは、エポキシシーラントを用いて接
着される金属フレームによって封止される。金属フレームは、シンチレータから離間して
シンチレータを囲んでいる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２７９６５６号公報



(3) JP 2017-181296 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般に、ＣｓＩなどによって形成される柱状結晶からなるシンチレータ層は、潮解性を
有する。そのため、シンチレータ層を枠体で囲んだ構成を有する放射線検出器では、枠体
内側の領域の防湿性を高く保持することが望まれる。
【０００５】
　本発明は、シンチレータ層の防湿性を高めることができる放射線検出器の製造方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一形態の放射線検出器の製造方法は、複数の光電変換素子を含むセンサパネルの主面上
に、複数の柱状結晶を含むシンチレータ層を気相堆積法によって形成する第１工程と、シ
ンチレータ層を囲うように主面上に樹脂枠を形成すると共に、樹脂枠の外周に沿って樹脂
枠に接するように無機固形材料からなる枠部材を配置する第２工程と、保護板を樹脂枠に
接着することにより、シンチレータ層を封止する第３工程と、樹脂枠を硬化する第４工程
と、を含む。
【０００７】
　このような放射線検出器の製造方法によれば、シンチレータ層を囲うように、内側に樹
脂枠が配置され、樹脂枠の外側に無機固形材料からなる枠部材が配置されることになる。
無機固形材料は防湿性を有しているので、枠部材を介しての透湿は生じない。したがって
、無機固形材料からなる枠部材が樹脂枠の外周に接することによって、樹脂枠を介しての
透湿を抑制することができる。したがって、シンチレータ層の防湿性を高めることができ
る。
【０００８】
　また、一形態においては、樹脂枠は、第１樹脂枠と第２樹脂枠とを含み、第２工程では
、シンチレータ層を囲うように第１樹脂枠を形成し、第１樹脂枠の外周に沿って第１樹脂
枠に接するように枠部材を配置し、シンチレータ層を囲うように第１樹脂枠上に第２樹脂
枠を形成してもよい。第２工程の後に行われる第３工程では、樹脂枠が枠部材よりも高く
形成されている必要がある。枠部材が配置された後に第２樹脂枠を形成することによって
、第２樹脂枠の高さが枠部材よりも高く形成されていることを確認しやすい。
【０００９】
　また、一形態においては、第２工程では、枠部材を配置した後であって、第２樹脂枠を
形成する前に、第１樹脂枠を硬化してもよい。この構成によれば、第２樹脂枠を形成する
際に枠部材の位置がずれることが抑制される。
【００１０】
　また、一形態においては、第１工程と第２工程との間に、中間層によってシンチレータ
層の表面及び側面を被覆する第５工程をさらに含んでもよい。この構成によれば、樹脂枠
がシンチレータ層の周辺部分に直接接触してシンチレータ層の周辺部分に溶剤が浸透する
ことを抑制することができる。
【００１１】
　また、一形態においては、第２工程では、中間層と接するように樹脂枠を形成してもよ
い。この構成によれば、樹脂枠内の領域におけるシンチレータ層の有効領域を大きくする
ことができる。なお、有効領域とは、主面におけるシンチレータ層が形成された領域であ
る。
【００１２】
　また、一形態においては、樹脂枠は、紫外線硬化樹脂を含んでもよい。紫外線硬化樹脂
は硬化に掛かる時間が短いため、製造時間の短縮を図ることができる。
【００１３】
　また、一形態においては、枠部材は、ガラスロッドであってもよい。ガラスロッドを用
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いることによって、枠部材を樹脂枠の外側に容易に配置することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　一形態の放射線検出器の製造方法によれば、シンチレータ層が形成されている領域の防
湿性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、一実施形態に係る放射線検出器の断面図である。
【図２】図２は、図１に示された放射線検出器の平面図である。
【図３】図３は、図１に示された放射線検出器の製造工程を示す図である。
【図４】図４は、図１に示された放射線検出器の製造工程を示す図である。
【図５】図５は、変形例に係る放射線検出器を説明するための模式図である。
【図６】図６は、変形例に係る放射線検出器を説明するための模式図である。
【図７】図７は、変形例に係る放射線検出器を説明するための模式図である。
【図８】図８は、変形例に係る放射線検出器を説明するための模式図である。
【図９】図９は、変形例に係る放射線検出器を説明するための模式図である。
【図１０】比較例に係る放射線検出器を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、一実施形態に係る実施の形態について図面を参照しながら具体的に説明する。便
宜上、実質的に同一の要素には同一の符号を付し、その説明を省略する場合がある。以下
に説明する放射線検出器は、Ｘ線等の放射線を可視光等のシンチレーション光に変換して
検出する。このような放射線検出器は、例えば、マンモグラフィー装置、胸部検査装置、
ＣＴ装置、歯科口内撮影装置、放射線カメラ等において、放射線イメージング用のデバイ
スとして用いることができる。
【００１７】
　図１は、本実施形態に係る放射線検出器の断面図である。図２は、図１に示された放射
線検出器の平面図である。なお、図２では保護板が省略されている。図１，２に示される
ように、放射線検出器１Ａは、センサパネル２、シンチレータ層３、中間層５、樹脂枠６
、枠部材７、及び保護板８を備えている。
【００１８】
　センサパネル２は、例えば矩形板状であり、主面２ｓと、主面２ｓ上に形成された複数
の光電変換素子１０と、を有する。より具体的には、センサパネル２は、主面２ｓを含む
板状の基部２ｐを有している。また、光電変換素子１０は、主面２ｓに沿って２次元状に
配列されている。主面２ｓ及び光電変換素子１０上には、パッシベーション膜又は平坦化
膜等の膜部１１が形成されている。
【００１９】
　シンチレータ層３は、Ｘ線等の放射線の入射に応じて、可視光等のシンチレーション光
を生じさせる。シンチレータ層３は、膜部１１を介して、主面２ｓ及び光電変換素子１０
上に設けられている。シンチレータ層３は、光電変換素子１０に光学的に結合されている
。したがって、光電変換素子１０は、シンチレータ層３において発生したシンチレーショ
ン光を入力し、シンチレーション光に応じた電気信号を出力する。電気信号は、図示しな
い配線等により外部に取り出される。これにより、放射線検出器１は放射線を検出する。
【００２０】
　シンチレータ層３は、例えば、主面２ｓに交差（例えば直交）する方向からみて、主面
２ｓの矩形状のエリアに形成されている。シンチレータ層３の外縁部は、シンチレータ層
３の中心から縁に向かう方向にシンチレータ層３の厚さＨ１が減少するように、傾斜部が
設けられている。したがって、シンチレータ層３の全体としての断面形状は、例えば台形
状である。すなわち、シンチレータ層３は、主面２ｓに沿って形成される表面（上面）３
ａと、表面３ａの周囲に形成される傾斜した側面３ｂとを有する。
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【００２１】
　シンチレータ層３の厚さＨ１（上記の傾斜部以外の厚さ）は、例えば６００μｍ程度で
ある。シンチレータ層３は、シンチレータ材料の複数の柱状結晶を含んでいる。シンチレ
ータ材料は、例えば、ＣｓＩ：ＴｌといったＣｓＩを主成分とする材料である。
【００２２】
　中間層５は、シンチレータ層３の表面３ａの全面を被覆するとともに、側面３ｂの全面
を被覆する。すなわち、中間層５の周縁は、センサパネル２の主面２ｓに接触しており、
中間層５の周縁と主面２ｓとの間に間隙は生じていない。中間層５は、例えば紫外線硬化
樹脂等に含まれる溶剤がシンチレータ層３に浸透することを抑制する。また、中間層５は
、例えば、シンチレーション光に対する反射又は吸収等の光機能を有する。すなわち、中
間層５は、シンチレータ層３で発生したシンチレーション光に対する光反射層又は光吸収
層である。
【００２３】
　樹脂枠６は、センサパネル２の主面２ｓに交差する方向からみてシンチレータ層３を囲
うように、主面２ｓ上に設けられている。樹脂枠６は、例えば矩形環状である。主面２ｓ
からの樹脂枠６の高さＨ２は、主面２ｓからのシンチレータ層３の高さＨ１よりも大きい
。樹脂枠６は、主面２ｓと保護板８との間に介在して主面２ｓと保護板８とを互いに接合
する。本実施形態では、樹脂枠６は、シンチレータ層３を被覆している中間層５に接して
いる。より具体的には、中間層５の外周縁と樹脂枠６の内周縁とが接している。換言すれ
ば、シンチレータ層３は、中間層５を介して樹脂枠６に接するように沿って延在している
。樹脂枠６は、例えば紫外線硬化性を有するエポキシ樹脂等からなる透湿性が低い樹脂で
ある。
【００２４】
　なお、図１に示されるように、樹脂枠６は、第１樹脂枠６ａ及び第２樹脂枠６ｂによっ
て形成されている。本実施形態では、同様の紫外線硬化樹脂によって第１樹脂枠６ａ及び
第２樹脂枠６ｂを形成している。そのため、図面では第１樹脂枠６ａと第２樹脂枠６ｂと
を模式的に分けて描いているが、硬化後は第１樹脂枠６ａと第２樹脂枠６ｂとが一体とな
っている。
【００２５】
　枠部材７は、樹脂枠６の外周に沿って樹脂枠６に接した状態で、主面２ｓ上に載置され
ている。枠部材７は、無機固形材料によって形成されている。本実施形態では、枠部材７
はガラスを原材料とした４本のガラスロッド７ａによって構成されている。４本のガラス
ロッド７ａは、いずれも一様な径Ｄの円柱状をなしており、互いに同形状となっている。
ガラスロッド７ａの径Ｄは、主面２ｓからのシンチレータ層３の高さＨ１よりも大きく、
例えば１ｍｍ程度である。４本のガラスロッド７ａは、互いの端部同士が接触することに
よって矩形環状をなす枠部材７を構成している（図２参照）。枠部材７の内縁側は、樹脂
枠６の外周に沿って樹脂枠６に接している。一方、枠部材７の外縁側は樹脂枠６から露出
している。すなわち、枠部材７の内縁側の一部は樹脂枠６に埋設されており、枠部材７の
外縁側の残部は樹脂枠６から露出している。
【００２６】
　保護板８は、例えば、主面２ｓに沿って延びる矩形平板状である。一例として、主面２
ｓに沿った方向について、保護板８のサイズは、枠部材７のサイズよりも大きく、且つ、
センサパネル２のサイズよりも小さい。なお、枠部材７のサイズとは、枠部材７における
主面２ｓに沿って互いに対向する部分の外縁同士の間隔である。保護板８の厚さは、例え
ば０．５ｍｍ以上２．０ｍｍ以下程度である。保護板８は、例えば、ガラス、金属、又は
カーボンを含む材料によって形成されており、一例として、ガラス板、アルミニウム板、
ＣＦＲＰ（Carbon Fiber Reinforced Plastics）板等である。保護板８は、放射線を透過
する。
【００２７】
　保護板８は、中間層５によって被覆されたシンチレータ層３の表面３ａに対向した状態
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で樹脂枠６に接着されている。センサパネル２の主面２ｓから保護板８までの距離（高さ
Ｈ２）は、ガラスロッドの径Ｄと略同一となっている。保護板８は、主面２ｓに交差する
方向からみて、シンチレータ層３、中間層５、樹脂枠６及び枠部材７を覆うように配置さ
れている。保護板８、主面２ｓ及び樹脂枠６は、シンチレータ層３及び中間層５が配置さ
れる封止された空間を形成する。また、シンチレータ層３及び中間層５と保護板８とは離
間して配置されている。すなわち、シンチレータ層３及び中間層５と保護板８との間には
空間Ｓが形成されている。
【００２８】
　次に、放射線検出器１Ａの製造工程について説明する。図３及び図４は、放射線検出器
の製造工程を示す図である。
【００２９】
　まず、複数の光電変換素子１０が主面２ｓ上に形成されたセンサパネル２を用意する（
図３の（ａ））。続いて、図３の（ｂ）に示されるように、センサパネル２の主面２ｓ上
に、複数の柱状結晶を含むシンチレータ層３を気相堆積法によって形成する（第１工程）
。この工程では、例えば、蛍光体材料（例えばＣｓＩ：Ｔｌ、ＣｓＢｒ：Ｅｕ等）をセン
サパネル２の主面２ｓ上に真空蒸着することによって、主面２ｓ上に蛍光体の柱状結晶を
成長させ、シンチレータ層３を形成する。これにより、断面視において表面３ａ及び側面
３ｂを有する台形状をなすシンチレータ層３が形成される。
【００３０】
　続いて、図３の（ｃ）に示されるように、中間層５によってシンチレータ層３の表面３
ａ及び側面３ｂを被覆する（第５工程）。具体的には、例えば、シンチレーション光に対
する反射又は吸収等の光機能を有する顔料とバインダ樹脂とからなる塗布剤を用意する。
シンチレーション光を反射する顔料としては、例えば二酸化チタン、酸化イットリウム、
酸化亜鉛、酸化アルミニウム等の白色顔料を挙げることができる。また、シンチレーショ
ン光を吸収する顔料としては、例えばカーボンブラック、四三酸化鉄等の黒色顔料を挙げ
ることができる。また、バインダ樹脂としては、アクリル系有機樹脂、ウレタン、エポキ
シ、フッ素、フェノール、ポリイミド、ポリビニルアルコール、ポリエチレン、ポリエス
テル、ポリカーボネート、ポリウレタン系有機樹脂等を挙げることができる。そして、シ
ンチレータ層３の表面３ａ及び側面３ｂの全体に対して、塗布剤を塗布し、樹脂層を形成
する。次いで、この樹脂層を乾燥させて硬化させることにより中間層５を作製することが
できる。中間層５を作成した後に、焼成等によってシンチレータ層３を活性化してもよい
。
【００３１】
　続いて、図３の（ｄ）に示されるように、シンチレータ層３を囲うように主面２ｓ上に
第１樹脂枠６ａを形成する（第２工程）。第１樹脂枠６ａは、例えばエポキシ樹脂、アク
リル樹脂、ウレタン樹脂等の紫外線硬化樹脂である。この工程では、第１樹脂枠６ａの形
成位置をシンチレータ層３に近付けるために、中間層５と接するように第１樹脂枠６ａを
形成する。たとえば図示例のように、中間層５の外周縁と第１樹脂枠６ａの内周縁とが接
するように第１樹脂枠６ａを配置することができる。形成する第１樹脂枠６ａの高さＨ３
は、使用する樹脂の粘度によって決定することができる。例えば、第１樹脂枠６ａの高さ
Ｈ３をシンチレータ層３の高さＨ１の半分よりも高くすることができる。
【００３２】
　続いて、図４の（ａ）に示されるように、第１樹脂枠６ａの外周に沿って第１樹脂枠６
ａに接するように枠部材７を配置する（第２工程）。この工程では、例えば、主面２ｓ上
に配置されたガラスロッド７ａを第１樹脂枠６ａの外側から第１樹脂枠６ａに向けて移動
させることによって、ガラスロッド７ａを第１樹脂枠６ａに接触させる。４本のガラスロ
ッド７ａを互いの端部同士が接触するように配置することによって矩形環状をなす枠部材
７を形成する（図２参照）。続いて、枠部材７が形成された後に、第１樹脂枠６ａを硬化
する（第４工程）。本実施形態では、硬化前の第１樹脂枠６ａに対して紫外線を照射する
ことによって、第１樹脂枠６ａを硬化させる。これによって、ガラスロッド７ａが第１樹
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脂枠６ａに固定される。
【００３３】
　続いて、図４の（ｂ）に示されるように、シンチレータ層３を囲うように第１樹脂枠６
ａ上に第２樹脂枠６ｂを形成する（第２工程）。この工程では、例えば、第１樹脂枠６ａ
の形成に用いられた紫外線硬化樹脂と同様の紫外線硬化樹脂を用いることができる。第１
樹脂枠６ａ上に、第１樹脂枠６ａと同様にシンチレータ層３を囲むように第２樹脂枠６ｂ
を形成する。この際、第２樹脂枠６ｂの主面２ｓと反対側の端部は、枠部材７よりも高い
位置になっている。図示例のように、第１樹脂枠６ａ上に第２樹脂枠６ｂを形成するとと
もに、ガラスロッド７ａ上に第２樹脂枠６ｂを形成してもよい。また、この工程では、主
面２ｓからの第２樹脂枠６ｂの高さＨ４を中間層５の高さＨ５よりも高く形成する。枠部
材７の内周面は、第１樹脂枠６ａ及び第２樹脂枠６ｂによって覆われる。一方、枠部材７
の外周面は第１樹脂枠６ａ及び第２樹脂枠６ｂから露出している。
【００３４】
　続いて、図４の（ｃ）に示されるように、保護板８を樹脂枠６に接着することにより、
シンチレータ層３及び中間層５を封止する（第３工程）。この工程では、硬化前の第２樹
脂枠６ｂの全周に接するように保護板８を配置する。この際、保護板８をセンサパネル２
側に押圧すること、または、保護板８の自重によって、第２樹脂枠６ｂが変形する。これ
により、センサパネル２の主面２ｓから保護板８までの距離（高さＨ２）は、枠部材の高
さ（ガラスロッドの径Ｄ）と略同一となる。第２樹脂枠６ｂと保護板８とを接着すること
によって、主面２ｓ、樹脂枠６及び保護板８で封止された空間が形成される。
【００３５】
　続いて、第２樹脂枠６ｂを硬化する（第４工程）。本実施形態では、硬化前の第２樹脂
枠６ｂに対して紫外線を照射することによって、第２樹脂枠６ｂを硬化させる。これによ
って、保護板８が第２樹脂枠６ｂに固定される。すなわち、保護板８が樹脂枠６を介して
主面２ｓ上に固定され、放射線検出器１Ａが完成する。
【００３６】
　以上説明した放射線検出器の製造方法によれば、シンチレータ層３を囲うように、内側
に樹脂枠６が配置され、樹脂枠６の外側に無機固形材料からなる枠部材７が配置されるこ
とになる。無機固形材料は防湿性を有しているので、枠部材７を介しての透湿は生じない
。したがって、無機固形材料からなる枠部材７が樹脂枠６の外周に接することによって、
樹脂枠６を介しての透湿を抑制することができる。したがって、シンチレータ層３の防湿
性を高めることができる。
【００３７】
　また、樹脂枠６及び枠部材７を配置する工程では、シンチレータ層３を囲うように第１
樹脂枠６ａを形成し、第１樹脂枠６ａの外周に沿って第１樹脂枠６ａに接するように枠部
材７を配置している。そして、シンチレータ層３を囲うように第１樹脂枠６ａ上に第２樹
脂枠６ｂを形成している。保護板８を接着する工程では、樹脂枠６が枠部材７よりも高く
形成されている必要がある。枠部材７が配置された後に第２樹脂枠６ｂを形成することに
よって、第２樹脂枠６ｂの高さが枠部材７よりも高く形成されていることを確認しやすい
。
【００３８】
　また、樹脂枠６及び枠部材７を配置する工程では、枠部材７を配置した後であって、第
２樹脂枠６ｂを形成する前に、第１樹脂枠６ａを硬化している。この構成によれば、第２
樹脂枠６ｂを形成する際に枠部材７の位置がずれることが抑制される。
【００３９】
　また、樹脂枠６を形成する前に中間層５によってシンチレータ層３の表面３ａ及び側面
３ｂを被覆している。この構成によれば、樹脂枠６に含まれる溶剤がシンチレータ層３に
浸透することを防止することができる。
【００４０】
　また、樹脂枠６及び枠部材７を配置する工程では、中間層５と接するように樹脂枠６を
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形成している。この構成によれば、樹脂枠６内の領域におけるシンチレータ層３の有効領
域を大きくすることができる。
【００４１】
　また、樹脂枠６を形成する材料として紫外線硬化樹脂を含んでいる。紫外線硬化樹脂は
硬化に掛かる時間が短いため、製造時間の短縮を図ることができる。また、本実施形態で
は、枠部材７としてガラスロッド７ａが用いられている。この場合、紫外線がガラスロッ
ド７ａを透過することによって、樹脂枠６を形成する紫外線硬化樹脂に対して、紫外線を
効率的に照射することができる。また、ガラスロッド７ａを用いることによって、枠部材
７を樹脂枠６の外側に容易に配置することができる。
【００４２】
　以上、一実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施形態に
限られるものではない。例えば、実施形態における各要素の配置、形状等は、一例であっ
て、これに限定されるものではない。以下、本発明の一形態における各変形例について、
主として上記実施形態と相違する点について説明し、同一の要素や部材については同一の
符号を付して詳しい説明を省略する。なお、以下の説明において参照する図５～図７では
、樹脂枠６が第１樹脂枠６ａ及び第２樹脂枠６ｂによって形成されている場合であっても
、第１樹脂枠６ａ及び第２樹脂枠６ｂが一体となった樹脂枠６として描いている。
【００４３】
　図５の（ａ）及び（ｂ）は、枠部材の形状についての変形例を示す断面図である。図５
では、樹脂枠の近傍のみを示し、シンチレータ層及び中間層を省略している。図５の（ａ
）に示すように、枠部材７を構成するガラスロッド７ｂの形状を四角柱状にしてもよい。
また、図５の（ｂ）に示すように、枠部材７を構成するガラスロッド７ｃの形状を六角柱
状にしてもよい。角柱状のガラスロッド７ｂ，７ｃは転がりにくいため、ガラスロッド７
ｂ，７ｃの位置決めを行いやすい。また、ガラスロッド７ｂ，７ｃの底面及び上面がセン
サパネル２及び保護板８に対して面で接触し得るので、形状の安定性を保持しやすい。
【００４４】
　図６の（ａ）～（ｃ）は、樹脂枠が配置される位置が異なる変形例を示す断面図である
。上記の各実施形態では、樹脂枠６の内縁と中間層５の外縁とが接するように樹脂枠６を
形成する例を示したが、これに限定されない。図６の（ａ）に示すように、シンチレータ
層３及び中間層５の外周縁から離間させて樹脂枠６を形成してもよい。また、図６の（ｂ
）に示すように、シンチレータ層３及び中間層５の傾斜面に接するように樹脂枠６を形成
してもよい。また、図６の（ｃ）に示すように、シンチレータ層３及び中間層５の上面に
接するように樹脂枠６を形成してもよい。
【００４５】
　図７の（ａ）～（ｃ）は、保護板のサイズが異なる変形例を示す断面図である。上記実
施形態では、枠部材７よりも大きく、センサパネル２よりも小さい保護板８を例示したが
これに限定されない。例えば、図７の（ａ）に示すように、主面２ｓに沿った方向につい
てセンサパネル２の大きさと略同じ大きさの保護板８であってもよい。また、図７の（ｂ
）に示すように、主面２ｓに沿った方向について枠部材７の外縁よりも小さく枠部材７の
内縁よりも大きい保護板８であってもよい。この例では、保護板８がガラスロッド７ａの
中心よりも外側まで延在している。また、図７の（ｃ）に示すように、主面２ｓに沿った
方向について枠部材７の内縁と略同じ大きさの保護板８であってもよい。この場合、樹脂
枠６が保護板８よりも外側まで延在している。
【００４６】
　図８の（ａ）～（ｃ）は、中間層５の形状についての変形例を示す断面図である。図８
では、樹脂枠６、枠部材７及び保護板８を省略している。樹脂枠６、枠部材７及び保護板
８の配置等は、各実施形態及び各変形例の構成を採用してもよい。図８の（ａ）に示すよ
うに、中間層５をシンチレータ層３の表面３ａ及び側面３ｂだけでなく、センサパネル２
の主面２ｓ上におけるシンチレータ層３の周囲の部分まで延在させてもよい。この場合、
中間層５によって、より確実にシンチレータ層３を被覆することができる。また、図８の
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（ｂ）に示すように、中間層５をシンチレータ層３の側面３ｂにおける上下方向の中間位
置まで延在させてもよい。この場合、中間層５は主面２ｓから離間している。また、図８
の（ｃ）に示すように、中間層５によってシンチレータ層３の表面３ａのみを被覆しても
よい。また、図８の（ｄ）に示すように、中間層５に代えて溶剤の浸透を抑制する機能を
有するシート１０５によってシンチレータ層３を被覆してもよい。この場合、シート１０
５によってシンチレータ層３の表面３ａのみを被覆してもよい。図８の（ｂ）～（ｄ）に
示すように、シンチレータ層３の側面３ｂが露出している場合には、図６の（ａ）に示す
ように、シンチレータ層３の外周縁から離間させて樹脂枠６を形成してもよい。
【００４７】
　図９の（ａ）～（ｅ）は、枠部材の形態についての変形例を示す平面図である。図９で
は、保護板を省略して示している。図９の（ａ）に示すように、ガラスロッド７ａに代え
て、ガラスロッド７ａよりも短いガラスロッド７ｄによって枠部材７を形成してもよい。
ガラスロッド７ｄの長さは、例えば主面２ｓに沿った中間層５の一辺と同程度の長さであ
り、主面２ｓに沿ったシンチレータ層の一辺の長さと同程度の長さである。この変形例で
は、４本のガラスロッド７ｄが互いに離間して配置されることによって、角部のない矩形
環状の枠部材７を形成している。図９の（ｂ）に示すように、ガラスロッド７ａに代えて
、ガラスロッド７ｄよりも短いガラスロッド７ｅによって枠部材７を形成してもよい。ガ
ラスロッド７ｅの長さは、例えば主面２ｓに沿った中間層５の一辺の１／３程度の長さで
あってもよい。この変形例では、９本のガラスロッド７ｅが互いに離間して環状に配置さ
れることによって、矩形環状の枠部材７を形成している。矩形環状をなす枠部材７の一辺
は、３本のガラスロッド７ｅによって形成される。図９の（ａ）及び（ｂ）に示すように
、枠部材７を構成するガラスロッド７ｄ，７ｅは、互いに離間されてもよい。
【００４８】
　また、図９の（ｃ）に示すように、４本のガラスロッド７ａに代えて、矩形枠状に形成
された単一のガラスロッド７ｆを枠部材７として用いてもよい。また、図９の（ｄ）に示
すように、ガラスロッド７ａに代えて、Ｌ字状に形成された一対のガラスロッド７ｇによ
って枠部材７を形成してもよい。この変形例では、２本のガラスロッド７ｇを矩形枠状に
配置することによって枠部材７を形成している。また、図９の（ｅ）に示すように、４本
のガラスロッド７ａに代えて、角部が湾曲した矩形環状に形成された単一のガラスロッド
７ｈを枠部材７として用いてもよい。
【００４９】
　また、上記実施形態では、平板状である保護板を例示したが、例えば、撓みを有する平
板状であってもよい。この場合、主面から保護板の中央部分までの距離が、主面から保護
板の周辺部分までの距離よりも大きくなるように撓んだ形状であってもよい。また、主面
から保護板の中央部分までの距離が、主面から保護板の周辺部分までの距離よりも小さく
なるように撓んだ形状であってもよい。
【００５０】
　また、枠部材がガラス材料によって形成されている例を示したが、これに限定されず、
例えば、アルミニウム等の金属材料によって形成されていてもよい。
【００５１】
　また、樹脂枠を形成する樹脂材料として紫外線硬化樹脂を例示したが、これに限定され
ない。例えば、樹脂枠は熱硬化性樹脂によって形成されてもよい。また、第１樹脂枠と第
２樹脂枠とは互いに異なる材料によって形成されてもよい。
【００５２】
　また、シンチレータ層及び中間層と保護板との間に空間が形成されている例を示したが
、例えば当該空間には弾性材料からなる充填材が充填されていてもよい。
【００５３】
　また、各実施形態及び変形例において、相互の構成を互いに採用することができる。例
えば、図６、図７等に示す変形例において、ガラスロッド７ａに代えてガラスロッド７ｂ
、７ｃの構成を採用してもよい。
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【００５４】
［実施例］
　図１０は、比較例に係る放射線検出器９１を示す断面図である。この放射線検出器９１
は、センサパネル２、シンチレータ層３、中間層５、樹脂枠６及び保護板８を備えており
、枠部材７を備えない点のみにおいて上記実施形態の放射線検出器１Ａと相違している。
本実施例では、枠部材７を有する放射線検出器１Ａと枠部材７を有さない放射線検出器９
１とをサンプルとして、枠部材７の有無による防湿性能の違いについて試験した。試験で
は、温度を５０℃、相対湿度を９０％に調整した恒温槽内に各サンプルを配置し、Ｘ線特
性（解像度、発光量）の推移を計測した。解像度の計測結果を表１に示す。また、発光量
の計測結果を表２に示す。
【００５５】
【表１】

【００５６】
【表２】

【００５７】
　表１では、初期のＣＴＦ（解像度：Contrast Transfer Function）を１００％としたと
きの、各時間経過時のＣＴＦの相対値を示している。また、表２では、初期のシンチレー
タ層の発光量を１００％としたときの、各時間経過時の発光量の相対値を示している。い
ずれの結果からも、枠部材を備えていない場合に比べて、枠部材を備えている場合には、
放射線検出器の性能の大きな低下はみられなかった。このような結果から、枠部材を有す
ることによって、放射線検出器におけるシンチレータ層の防湿性を高めることができるこ
とが確認された。
【符号の説明】
【００５８】
　１Ａ…放射線検出器、２…センサパネル、３…シンチレータ層、５…中間層、６…樹脂
枠、６ａ…第１樹脂枠、６ｂ…第２樹脂枠、７…枠部材、７ａ…ガラスロッド、８…保護
板。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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